
共同住宅適用 下水道使用料金計算例 
（令和２年１月分から適用） 

【水量５１５㎥を１0世帯で使用した場合】 

 

１． 一般計算例 

      基本料金（１０㎥まで）          １,２００円・・・・① 

 

      従量料金    １３０円× ２０㎥ ＝  ２,６００円 

              １７５円× ２０㎥ ＝  ３,５００円 

              ２１０円× ５０㎥ ＝ １０,５００円 

              ２４０円×４１５㎥ ＝ ９９,６００円 

 

                   計     １１６,２００円・・・・② 

 

（① +②）に消費税（１００分の１１０）を乗じますと、 

（１,２００円＋１１６,２００円）×１．１０＝１２９，１４０円（円未満切り捨て） 

請求額は１２９，１４０円になります 

 

※下水道使用料金表【一般用】は裏面参照 

 

 

２． 共同住宅適用計算例 

    ５１５㎥÷１０世帯＝５１㎥（均等水量） 余り ５㎥（端数水量） 

     共同住宅基本料金 １,２００円 × １０世帯 ＝１２,０００円・・・・① 

 

     従量料金  １３０円×２０㎥×１０世帯  ＝２６,０００円 

           １７５円×２０㎥×１０世帯  ＝３５,０００円 

           ２１０円× １㎥×１０世帯  ＝ ２,１００円 

    

           ２１０円× ５㎥（端数水量） ＝ １,０５０円 

 

                   計       ６４,１５０円・・・・② 

 

（① +②）に消費税（１００分の１１０）を乗じますと、 

（１２,０００円＋６４,１５０）×１．１０＝８３，７６５円（円未満切り捨て） 

請求額は ８３，７６５円になります 

 

※ 共同住宅基本料金は基本料金（１０㎥まで）に世帯数を乗じます。 

※ 端数水量は、平均水量の属する従量料金の単価を乗じます。 

 



下水道使用料金表 【一般用】 

 

料 金 区 分 排 水 量 使 用 料 金 

基 本 料 金 １０㎥まで １,２００円 

従 量 料 金 

１１㎥以上   ３０㎥以下 １㎥につき   １３０円 

３１㎥以上   ５０㎥以下 １㎥につき   １７５円 

５１㎥以上  １００㎥以下 １㎥につき   ２１０円 

１０１㎥以上 １㎥につき   ２４０円 

 

料金表により算定した金額に消費税相当額が加算されます。 


